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あ
じ
さ
い
の
花
の
咲
く
頃
と
な
り
ま
し
た
。
天
王
町
・
昭
和
町
・
飯

田
川
町
の
町
民
み
な
さ
ま
に
は
、
ま
す
ま
す
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
県
内
外
に
自
治
体
再
編
の
動
き
が
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て

広
が
る
中
、
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
、「
天
王
町
」「
昭
和
町
」「
飯

田
川
町
」
の
湖
南
三
町
に
よ
る
「
天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
合
併

任
意
協
議
会
」
を
設
立
し
、
歴
史
的
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

合
併
協
議
は
、
正
に
ま
ち
づ
く
り
百
年
の
大
計
で
あ
り
ま
す
。
私
た

ち
の
地
域
の
こ
れ
か
ら
を
ど
う
す
る
か
、
町
民
の
た
め
に
、
子
供
や
孫

の
た
め
に
、
い
か
に
夢
の
あ
る
魅
力
の
あ
る
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
か

と
い
う
、
新
し
い
基
礎
的
自
治
体
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
協
議
し
て
い

く
も
の
で
す
。

現
在
、
県
内
に
お
い
て
は
、
五
つ
の
任
意
協
議
会
と
五
つ
の
法
定
協

議
会
が
設
置
さ
れ
、
熱
心
な
協
議
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
協
議

で
大
事
な
こ
と
は
、
住
民
ニ
ー
ズ
を
基
礎
と
し
て
新
し
い
自
治
体
の
在

り
方
を
練
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
視
点
で
す
。
広
い
視
野
に
た
っ
て
、

建
設
的
か
つ
、
真
摯
に
協
議
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
道
は
必
ず
開
け

る
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
ま
た
、
三
町
の
町
民
に
納
得
し

て
い
た
だ
く
一
番
の
使
命
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

本
協
議
会
だ
よ
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
通
じ
、
よ
り
多
く
の
情

報
を
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
に
は
、
合

併
に
関
す
る
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
併
に
向
け
て
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副
会
長
　
昭
和
町
長
　
千
　
田
　
鐵
太
郎

い
よ
い
よ
、
湖
南
三
町
に
よ
る
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
が

始
ま
り
ま
し
た
。

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
福
祉
を
は
じ
め
と
す
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
、
向
上
の
た
め
に
は
自
治
体
の
財
政
基

盤
の
強
化
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
私
た

ち
町
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
こ
の
「
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
」

に
参
加
し
て
、
知
恵
と
努
力
を
結
集
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
は
、
子
ど
も
や
孫
の
た
め
に
「
合
併
し
て
よ

か
っ
た
」
と
言
え
る
夢
や
希
望
の
あ
る
未
来
像
を
描
い
て

い
く
と
い
う
責
任
、
そ
し
て
、
数
多
く
の
先
輩
、
先
人
、

多
く
の
町
民
が
残
し
て
く
れ
た
地
域
の
自
然
、
文
化
、
伝

統
な
ど
の
貴
重
な
財
産
を
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
と
い

う
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

協
議
会
で
は
湖
南
三
町
の
将
来
像
づ
く
り
に
つ
い
て
、

様
々
な
視
点
か
ら
協
議
を
重
ね
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
理
解
、
ご

指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

副
会
長
　
飯
田
川
町
長
　
小
　
玉
　
久
　
男

合
併
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
七
月
に
合
併
特
例
法

が
改
正
さ
れ
、
全
国
的
に
急
速
に
合
併
の
気
運
が
高
ま
り
、

同
法
の
優
遇
措
置
も
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
と
い
う
中

で
、
飯
田
川
町
で
も
自
主
的
な
合
併
の
推
進
に
努
め
て
参

り
ま
し
た
。

平
成
の
大
改
革
と
い
わ
れ
る
地
方
分
権
一
括
法
が
平
成

十
二
年
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
国
へ
の
依
存
心
を
払
拭

し
、
自
己
責
任
・
自
己
決
定
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
自
治

の
道
を
真
剣
に
模
索
す
る
と
き
、
私
は
、
本
町
に
と
っ
て

合
併
は
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
は
年
を
追
う
ご

と
に
そ
の
厳
し
さ
を
増
す
一
方
、
少
子
高
齢
社
会
へ
の
対

応
な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
努
め
る
責
務
が
重
要
で
あ
る
と

認
識
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
都
市
計

画
で
共
通
の
状
況
下
に
あ
る
、
天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田

川
町
の
合
併
を
進
め
る
こ
と
が
、
本
町
の
町
民
に
と
っ
て

最
良
の
選
択
肢
で
あ
る
と
考
え
、
将
来
の
姿
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
を
問
い
か
け
な
が
ら
、
合
併
任
意
協
議
会
で
慎
重

に
協
議
を
重
ね
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
皆
様
の

ご
理
解
、
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

天
王
町
、
昭
和
町
、
飯
田
川
町
そ
れ
ぞ

れ
で
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、

湖
南
三
町
の
『
合
併
を
希
望
す
る
』
と
い

う
回
答
が
天
王
町
で
六
九
・
四
％
、
昭
和

町
で
は
六
三
・
一
％
、
飯
田
川
町
で
は
五

〇
・
八
％
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

三
町
の
議
会
に
お
い
て
天
王
町
議
会
で

は
、「
合
併
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
決
議

を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
そ
の
後
の
全
員

協
議
会
に
お
い
て
三
町
の
枠
組
み
に
つ
い

て
同
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
町
議
会

で
は
三
町
合
併
の
促
進
に
関
す
る
発
議
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
飯
田
川
町
に

お
い
て
も
合
併
検
討
特
別
委
員
会
で
三
町

の
枠
組
み
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
ま
し

た
。こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、
四
月
一
日
に
三
町

長
が
発
起
人
と
な
り
、
天
王
町
・
昭
和

町
・
飯
田
川
町
合
併
任
意
協
議
会
設
立
発

起
人
会
を
設
立
し
、
四
月
十
六
日
開
催
の

第
一
回
合
併
任
意
協
議
会
に
お
い
て
協
議

会
設
立
に
至
っ
て
い
ま
す
。

地
方
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

自
治
の
道
へ

「
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
」

に
向
け
て

設
立
ま
で
の
経
緯

役職名 職　　名 氏　　名 備　　考
会　長 天王町長 石　川　光　男 写真前列左から３人目

副会長 昭和町長 千　田　鐵太郎 写真前列右から３人目

副会長 飯田川町長 小　玉　久　男 写真前列左から２人目

天王町議会議長 後　藤　一　志 写真前列右から２人目

昭和町議会議長 赤　平　末次郎 写真前列左端

飯田川町議会議長 門　間　英　也 写真前列右端

委　員 天王町議会議員 佐　藤　幸　孝 写真後列左から３人目

委　員 天王町議会議員 堀　井　克　見 写真後列右から３人目

委　員 昭和町議会議員 小　林　友　明 写真後列左から２人目

委　員 昭和町議会議員 大　澤　一　義 写真後列左端

委　員 飯田川町議会議員 佐　藤　正　信 写真後列右端

委　員 飯田川町議会議員 伊　藤　栄　悦 写真後列右から２人目
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第
一
回
合
併
任
意
協
議
会
を
開
催

第
一
回
合
併
任
意
協
議
会
を
開
催

平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
、
飯
田
川
町
の
八
郎
潟
ハ
イ
ツ
に
お
い
て
、
第
一
回
合
併
任
意
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

協
議
会
に
先
立
ち
、
県
合
併
重
点
支
援
地
域
指
定
書
が
秋
田
地
域
振
興
局
の
山
口
博
司
局
長
よ
り
三
町
の
町
長

へ
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
三
町
か
ら
選
出
さ
れ
ま
し
た
委
員
に
委
嘱
状
が
手
渡
さ
れ
、
経
過
報
告
の
後
、
天
王
町
長
が
仮
議
長
に

選
出
さ
れ
、
協
議
に
入
り
ま
し
た
。

協
議
で
は
、
合
併
任
意
協
議
会
規
約
を
定
め
、
役
員
を
選
出
し
、
会
長
に
は
天
王
町
長
、
副
会
長
に
昭
和
町
長
、

飯
田
川
町
長
、
監
事
に
は
三
町
の
議
会
議
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
事
務
所
の
位
置
、
負
担
金
割
合
、
事
業
計
画
、
予
算
等
を
協
議
決
定
し
た
後
、
三
町
の
町
長
に
よ
る

調
印
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

○
設
置

天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
（
以
下
「
三
町
」）

は
、
合
併
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
、
天
王
町
・

昭
和
町
・
飯
田
川
町
合
併
任
意
協
議
会
（
以
下
「
協

議
会
」）
を
設
置
す
る
。

○
協
議
会
の
事
務

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及

び
検
討
を
行
う
。

（一）

三
町
の
合
併
に
係
る
協
議
項
目
に
関
す
る
事
項

（二）

新
町
（
市
）
建
設
計
画
の
調
査
に
関
す
る
事
項

（三）

そ
の
他
三
町
の
合
併
に
関
し
必
要
な
事
項

○
組
織

協
議
会
は
次
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（一）

三
町
の
長

（二）
三
町
の
議
会
議
長
及
び
議
会
の
推
薦
す
る
議
員

各
二
名

○
役
員

協
議
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

（一）
会
長
　
　
一
名

（二）
副
会
長
　
二
名

（三）
監
事
　
　
三
名

会
長
及
び
副
会
長
は
、
三
町
の
長
の
中
か
ら
委
員

の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。

監
事
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。

○
幹
事
会

協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
し
、
又

は
調
整
す
る
た
め
、
協
議
会
に
幹
事
会
を
置
く
。

○
事
務
局

協
議
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
会
に
事

務
局
を
置
く
。

事
務
局
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
三
町
の
長

が
協
議
し
て
定
め
た
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
に
関

し
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

合
併
任
意
協
議
会
規
約
（
抜
粋
）

○
所
掌
事
務

幹
事
会
は
、
協
議
会
の
会
長
（
以
下
「
会
長
」）

の
指
示
を
う
け
、
協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ
い

て
検
討
し
、
又
は
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
三
町
の
合
併
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
し
、
又
は
調
整
す
る
も

の
と
す
る
。

○
組
織

（一）
幹
事
会
は
、
幹
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（二）
幹
事
会
に
幹
事
長
及
び
副
幹
事
長
二
名
を
置
く
。

（三）
幹
事
長
及
び
副
幹
事
長
は
、幹
事
の
互
選
に
よ
る
。

○
専
門
部
会

（一）
専
門
的
に
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
、
幹
事
会

に
専
門
部
会
を
置
く
。

（二）
専
門
部
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
幹
事
長
が
別
に
定
め
る
。

○
庶
務

（一）
幹
事
会
の
庶
務
は
、
協
議
会
事
務
局
が
行
う
。

○
所
掌
事
務

（一）
専
門
部
会
は
、
協
議
会
幹
事
会
幹
事
長
の
指
示
を

受
け
、
専
門
的
に
協
議
、
ま
た
は
調
整
す
る
も
の
と

す
る
。

○
庶
務

（一）
専
門
部
会
の
庶
務
は
、
部
会
長
の
属
す
る
町
の
担

当
部
門
が
行
う
。

幹
事
会
規
約
（
抜
粋
）

事務局長�

事務局長補佐�事務局長補佐�

総　務　班� 調　整　班� 計　画　班�

幸　村　公　明�

総務班班長兼務�

菅　原　龍太郎�

調整班班長兼務�

班　　員�
千　葉　秀　樹�

班　　員�
菅　原　智　也�

班　　員�
藤　原　　　忍�

班　　員�
斎　藤　雅　基�

班　　員�
伊　藤　国　栄�

村　山　久　尚�

計画班班長兼務�

班長・局長補佐兼務�班長・局長補佐兼務�班長・局長兼務�

（昭和町）�（飯田川町）�（天王町）�（昭和町）�（天王町）�

（昭和町）� （天王町）�

（飯田川町）�

事務局組織図

専
門
部
会
設
置
要
領
（
抜
粋
）

役職名 町名及び職名 氏　　　名

幹事長 昭和町　　助　役 佐々木　嘉　一

副幹事長 天王町　　助　役 渡　邊　　　毅

副幹事長 飯田川町　収入役 間　杉　作　朗

幹　事 天王町　　収入役 高　橋　利　雄

幹　事 天王町　　総務課長 大　越　　　宏

幹　事 天王町　　企画振興課長 鈴　木　　　司

幹　事 昭和町　　総務課長 門　間　鋼　悦

幹　事 昭和町　　企画振興課長 伊　藤　賢　志

幹　事 飯田川町　総務課長 鐙　　　利　行

幹　事 飯田川町　企画調整課長 千　種　　　肇

幹事会幹事名簿
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○
協
議
第
九
号

新
町
（
市
）
誕
生
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
（
案
）
に
つ
い
て

原
案
の
と
お
り
承
認

○
協
議
第
十
号

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
持
っ
て
新
し
い
町
（
市
）

を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
こ
と
を

法
定
協
議
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

○
協
議
第
十
一
号

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
内
を

目
標
に
法
定
協
議
会
に
お
い
て
決
定
す

る
。

○
協
議
第
十
二
号

新
町
（
市
）
の
名
称
に
つ
い
て

継
続
審
議

○
協
議
第
十
三
号

新
町
（
市
）
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

い
て

継
続
審
議

○
協
議
第
十
四
号

財
産
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

継
続
審
議

第
二
回
合
併
任
意
協
議
会
を
開
催

平
成
十
五
年
五
月
八
日
昭
和
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
二
回
目
の

合
併
任
意
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

6

メンバーは規約で規定されますが３町の町長、町議会議員、住民の代表等で構成

される予定です。

協議会は月２回開催する予定で、会議の公開という原則から会場は３町の持ち回

りとして計画しています。

合併 コーナーＱ＆Ａ
ＱＱ

ＡＡ

ＱＱ

ＡＡ

任意協議会とは？

法定協議会とは？何を協議するの？

ＱＱ

ＡＡ

法定協議会では、誰がいつどこで協議するの？

法定協議会の立ち上げの前段として、任意協議会の事業計画に示す事項を協議・

調整し、合併の可否と方向性を確認します。

合併後のまちづくりの基本方針となる新町（市）の建設計画を作成します。

また、新町（市）の名称、事務所の位置、３町で異なる住民負担、サービスをど

うするかなどを調整します。

●このコーナーでは、町民の皆様からの

質問をお待ちしています。

ハガキ・ＦＡＸ・メールで、事務局ま

でお寄せください。

informationinformation

事務・事業現況調査がスタート
合併任意協議会では、３町の行政全分野

にわたる現況を把握するため「事務・事業

現況調査」を開始しました。

調査は、３町の課長などで組織する11の

専門部会と、担当者で組織する25の分科会

が、全職員の協力を得て６月中にまとめま

す。

この調査は、各種手数料、使用料、助成

制度、事務処理方法など、３町で行われて

いる事務・事業すべてを洗い出すものです。

この調査結果をもとに、合併後の事務・事

業の統一の方向性や課題などの整理を行い、

よりよいまちづくりに向けた解決策を検討

します。

これらは、住民サービスの向上と行財政

改革を推進する上での重要な基礎資料とな

るもので、今後策定する将来ビジョンやま

ちづくり計画に反映されます。
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併任意協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
E-mail：tsi-gappei@garnet.broba.cc

任
意
協
議
会
が
設
立
し
一
ヶ
月
、
慣
れ
な
い
点
も

多
々
あ
り
三
町
の
広
報
担
当
者
の
ご
協
力
に
よ
り
、

協
議
会
だ
よ
り
創
刊
号
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

町
民
の
皆
様
に
わ
か
り
や
す
い
紙
面
づ
く
り
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
意
見
、
ご
感
想
を
事
務

局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

●事務局●

編
集
後
記

未
来
の
た
め
に
、
力
を
合
わ
せ
て

が
ん
ば
り
ま
す
。

第１回任意協議会に先立ち、天王町・昭和町・飯田川町が

国の指針に基づき秋田県知事「合併重点支援地域」の指定を

受けました。

この指定により、合併推進債の活用や、合併に関する調査

研究に充てるための県補助金（上限500万円）の交付を受け

ることができます。

『合併重点支援地域』
に指定

てんのう・しょうわ・いいたがわ

フォト・ギャラリー●１

■ブルーメッセあきた（昭和町）

■
鷺
舞
（
飯
田
川
町
）

■
天
王
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
（
天
王
町
）

■印刷／株式会社　塚田美術印刷
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